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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締会において、２０２５年６月２０日開催予定の第５０回定時株主総会に定款

一部変更の件を議案として提出することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ致します。  

 

 

記 

 

１．変更の理由 

 本社機能の強化と業務の一層の効率化を図るため、第３条（本店の所在地）に定める本店の所在

地を東京都品川区から東京都港区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、２０２

６年３月３１日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を発生すること

とし、その旨の附則を設けるものであります。 

 

 

２．変更の内容 

 変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

 

３．日程 

 定款変更のための株主総会開催予定日  ２０２５年６月２０日（金） 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

（別紙） 

   定款の変更内容は次のとおりであります。 

（注）下線は変更部分を示します。  

現   行  改  定  案 

 

第１条～第２条 【記載省略】 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 

 

第４条～第50条 【記載省略】 

 

        【新  設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第２条 【記載省略】 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

第４条～第50条 【記載省略】 

 

附則 

（第３条の変更の効力発生日） 

第51条 2025年３月31日に終了する事業年度に関す

る定時株主総会において決議された第３条（本店の所

在地）の変更は、2026年３月31日までに開催される取

締役会において決定する本店移転日をもって効力を

生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力

発生日経過後、これを削除する。 

 

 

 


